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セミナーのテーマ

日時平成３０年７月２４（火）
14：00～17：00（開場13：30）

会場 デイライト法律事務所小倉オフィス内
セミナールーム （裏面地図参照）

参加料 ３０００円（税込み）
顧問先企業様は無料

定員 ２４名（定員になりしだい締め切らせていただきます
のでお早めのお申し込みをお願いします。）

「同一労働同一賃金」対応セミナーのご案内

講師紹介

セミナーのコンセプト

先日６月１日に同一労働同一賃金をめぐって争われていた２件の事案について、最高裁判所
が初めて判断をくだしました。この最高裁判所の判断は、現在国会で議論されている「働き方改
革」関連法案にも関係する重要なものです。

そこで、今回は判決が出されて間もない段階で、労働問題を専門的に取り扱う弁護士と社会
保険労務士という複数の専門士業が今回の最高裁判決を分析、解説し、今後企業がどのような
対策をとるべきなのか、それぞれの立場でお話しいたします。
北九州の企業の皆様はふるってご参加ください。

弁護士

西村裕一

【主催】弁護士法人デイライト法律事務所／社会保険労務士法人九州人事マネジメント

特定社会保険労務士
人事コンサルタント
三原 靖

豪華２本立て
特別開催

『速報 最高裁判例の徹底解説！』

○６月１日の最高裁判決の分析、解説
○働き方改革関連法案の最新状況
○同一労働同一賃金に対する企業の対応のポイント

『同一労働同一賃金への実務対応』

○「同一労働同一賃金ガイドライン案」の概要
○契約社員、パートタイマー等非正規社員の処遇
見直しのポイント
〇定年再雇用者の処遇の決め方のポイント

最新の最高裁判例を一早く解説！北九州の企業の方必見



お申し込みはカンタン！ 下記にご記入の上、今すぐ ＦＡＸ いただくだけでＯＫ！

７月２４日 「同一労働同一賃金」セミナー会場ご案内 ＆ ＦＡＸお申込書

お申し込みご記入欄

０９２（４０９）１０６９お申込み専用ＦＡＸ

デイライト法律事務所小倉オフィス内
セミナールーム
北九州市小倉北区浅野２−１２−２１ＳＳビル７階

社会保険労務士法人九州人事マネジメントのご紹介

福岡の弁護士による労働問題Online

【福岡 労働問題 弁護士】でご検索ください
URL：www.fukuoka-roumu.jp

弁護士法人 デイライト法律事務所のご紹介

特に、労働問題については会社側（使用者側）に注力してお
り、顧問先企業以外の会社や社会保険労務士からも、多数
の相談を受け、また、積極的にセミナーを開催しております。
労働問題に関する当事務所の実績、方針等の詳細について
は下記のホームページをご参照ください。

弊社は、企業経営における人事・労務の専門家パートナーと
して、良好な労使関係・職場環境の構築をお手伝いし、企業
経営の発展と従業員の働き甲斐の実現に尽力させていただ
いております。昨年はプライバシーマークを取得し情報管理
に力を入れています、また北九州商工会議所のアドバイザー
として、地元企業の多くのご相談へ対応いたしております。

【社会保険労務士法人九州人事マネジメントホームページ】

URL:http://sr-kyusyujinji.com/
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本セミナーに関するお問合せはこちら TEL. ０９２-４０９-１０６８ （デイライト法律事務所・企業法務チーム）

※申込み用紙のお客様情報は、セミナーご案内等、営業活動やアンケート等に使用することがあります。
会場の都合上、お申込み人数を制限させていただく場合がございます。

【アクセス】
ＪＲ小倉駅新幹線口 徒歩約１分 ・近辺に時間貸駐車場有


